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はじめに 

労働法や社会保険関連法の基礎教育については、政府の「働き方改革会議」の取り組みが、

2016 年 9 月以降に本格化してきたこともあって、その必要性が強く意識されるようになっ

てきていると言えます。また非正規雇用が 4 割を占める格差社会において、就労支援を担

う現場においても、就労を希望する人々が、よりよい就労機会を持てるよう、労働基準法や

雇用契約法、労災保険法、労働安全衛生法、雇用保険法、などの基礎知識が必須となってき

ています。 
ただ、これら労働関連法について、高等学校の政治経済や中学校の社会などで触れられる

ことはあっても、ごく一部であり、体系的なものとはいえません。また、多くの若者が就活

に追われる大学でも、企業の良し悪しを見る測定基準として、労働関連法は、これまで全く

取り挙げられることはなかったと言えます。もともと、大学や高校、それに中学の教員たち

自身が、これらの素養を持ち合わせていないから無理もないと言えます。そのような教育を

受ける機会をもたなくて済んできたからだとも言えます。 
しかし時代は変わりつつあります。たとえば、「働き方改革会議」が取り上げているテー

マは 9 つあります。 
① 同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善について 
② 賃金引き上げと労働生産の向上について 
③ 時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の規制について 
④ 雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の

問題について 
⑤ テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方について 
⑥ 働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備について 
⑦ 高齢者の就業促進について 
⑧ 病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立について、（病気治療と仕事の両立、子育

て・介護と仕事の両立、障害者の就業環境整備の在り方など） 
⑨ 外国人材の受け入れについて 

政府ばかりではなく、企業や労働組合、行政、教育の担当者が、これらの課題を解決する

取り組みを進めることで、これまでの働く文化と企業文化を変えることが求められている

時代に入っていることは事実です。新たに就職活動をする方々や就労支援の現場でも、より

よい求人情報を的確に把握すること、他面では、優良な企業を積極的に応援することも望ま

れています。そのような取り組みの出発点として今回、このテキストブックを編まれていま

す。より幅広い視点を提供できていれば幸いです。 
 

特定非営利活動法人あったかサポート 理事長 澤井 勝 
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第１章 就労支援に問われる労働法と社会保障との連携 

近年の労働市場は、労働力の「買い手市場」から「売り手市場」へと変化している。特

に中小企業では、人手不足が深刻になっている。背景には長期的な視野から少子化の進行

に伴う労働力不足への不安感の高まり、直接の契機としては団塊の世代が６５歳に達し、

労働市場から引退したことによる影響が大きい。もちろん東日本の震災復興や東京オリン

ピックの開催による労働力需要が影響している。その底流には産業構造の大きな変化があ

る。政府による「失業なき労働移動」が言われてきたが、サービス産業の増大に対応でき

ない所謂労働力のミスマッチは依然として続いている。 
 
１ バブル経済の崩壊と非典型労働の拡大 

バブル経済崩壊以降の 1990 年代後半からは、先が見通せない経済状況に企業は、自己防

衛とリスク管理を強め非典型（非正規）雇用を増大させた。そのため当時の若者だった現

在の 40 代前半以降の年代は、いわば「失われた 20 年」の犠牲者であり、今なお統計上に

表れにくい長期失業者として存在している。とりわけ 2008 年のリーマンショック以降、派

遣労働者が多数失業し、働いてもなお貧しいワーキングプワーの存在が顕在化してきた。

それは同時に戦後日本社会を形づくってきた夫（男性）を家計の稼ぎ主とし、妻（女性）

の労働を補助的存在としてきたこれまでの性別役割分業の成立を困難にした。そのため DV
や離婚など急速に社会の不安定要因を生み出す方向へと突き進んでいる。 

そして今や働く労働者の 10 人に 4 人が非典型（非正規）雇用労働者である。政府の「働

き方改革」は、「正規と非正規との格差を是正」するとして、「同一労働同一賃金」に向け

た検討に入っている。しかし、それは長期にわたって築き上げられてきた日本的雇用慣行

に基づくものであって、法律で制度化されたものではない。それだけに労働契約法、パー

トタイム労働法、労働者派遣法などの法律改正だけで易々とこれまでの雇用慣行や現実の

格差を改められるものではないだろう。 
 

２ 問われるべき格差の是正とは何か 
そこで改めていわゆる正社員と比べた非典型（非正規）雇用労働者における４つのハン

ディについて指摘することにしたい。何故ならば、それが格差是正に向けた具体的な指標

となりえるからである。 
一つは、労働契約を締結する際において、雇用期間に定めがあることから、いつ雇止め

に合うか分からないという雇用不安の状態にあることだ。あえて皮相な表現をするならば、

非典型（非正規）雇用労働者にとって業務上の傷病で休職している場合に限って、さしあ

たり労働基準法 19条による解雇制限規定が自らの生活を守る方法としてしか残されてはい

ないことになる。 
二つには、賃金が時間給で計算され、ボーナスも期待できないだけに毎月安定した収入
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を得られないことだ。また一般に正規雇用労働者の６割程度だと言われているが、典型的

な若年の正社員労働者の月額賃金が２０万円とするならば１６万円ということになる。彼

らは精一杯働いても年収２００万円に満たないのである。そこに広く浅く課せられる税金

や社会保険料が加わってくる。そうした非典型の共働きカップルに子どもが誕生したとし

て、彼らに子育てや教育、更に住宅の確保を含め自助努力とするにはあまりにも荷が重い

というべきである。 
三つには、職業人としてのキャリアの蓄積が生涯にわたって困難であるということだ。

正規雇用であれば社内での OJT・OFFJT などを通じた職業訓練や職業教育を受けることが

可能である。またローテーションや昇進を通じて、企業内での汎用性の高い職業人として

自己を高めることが可能である。それが非典型（非正規）雇用であれば、外部労働市場が

未発達な日本の労働市場の下では一部の専門職以外を除き職業上のスキルアップは望めな

い。そのためジョブカードや雇用保険事業の下にある公的な職業訓練や職業教育を利用し

たとしても安定した職業に直結できるとは限らない。また雇用保険の被保険者とされない

働き方を余儀なくされた非典型（非正規）雇用労働者には、「求職者支援制度」という無料

の職業訓練や教育機会が提供されてはいるものの教育内容やその間の生活保障という点で

は雇用保険の被保険者と比べてそん色がないとは言えない。 
四つ目の課題としては、非典型（非正規）雇用労働者の多くが、厚生年金や健康保険な

どの社会保険制度から社会的に排除された存在であるということだ。特に厚生年金は長期

保険であるため、若い間に雇用が不安定であること即ち被用者年金の被保険者とされない

ことから、結果として老後の生活の安定を脅かすことにつながる。また短期保険としての

健康保険の被保険者とされない期間は、私傷病による休職期間中の傷病手当金、また妊娠・

出産・育児による出産手当金など労働者の職業生活が中断される間の所得保障がなされな

いことを意味する。 
今や国を挙げて女性の活躍が期待されているにも関わらず、シングルマザーなど非典型

（非正規）女性労働者の社会保険の適用は進んではいない。そうした背景には、配偶者控

除など税制改革と同様に性別役割分業にこだわるイデオロギーが現在の日本社会に未だ根

強く存在し、それが障壁の一つとなって、税制と社会保障改革を足踏みさせているといえ

よう。 
 

３ 多様な働き方を包摂できない現行の社会保険制度 
1990 年代前半まで時代は、大概の労働者が「正社員」として期間の定めのない労働契約

を締結し、会社に就社することができた。仮に整理解雇や傷病などで一時的に休職や失業

状態にあったとしても、雇用保険に規定された「雇用調整助成金」や労働・社会保険の給

付を受けることで、その間の労働者とその家族の生活を支えることができた。景気が回復

すれば再び正規雇用の椅子を確保することができた。しかし、今では一度正規雇用の椅子

を失うと、多くの家族が過去の生活の安定を喪失させ、それを契機に離婚など家族の離散
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となって現れることにもなっている。 
このように戦後の高度成長期に形作られた社会保険を中心にした日本の社会保障制度は、

企業による安定した雇用社会を前提に築き上げられて来た。それ故に当時は、社会保険か

ら排除される労働者、つまり万が一の事態にセーフティネットによって救済されることの

ない労働者を想定していなかったのである。 
ところが近年では、産業構造の変化と IT や PC の普及拡大によって、在宅ワークなど雇

用労働と委託・請負労働の区別が難しくされ、また退職時に兼業忌避などをめぐる紛争が

顕在化するなど雇用労働以外の働き方が拡大をしている。このような多様な働き方の拡大

は、非典型（非正規）労働者のみならず従来の職域を前提にした年金・医療などの社会保

険制度によって包摂されない勤労者層を多数生み出している。そのような勤労者層を年金

制度における第１号被保険者や国民健康保険の被保険者という枠組みに残したままに留め

置くことは、時代にそぐわなくなっているといえよう。 
国民年金の第 1 号被保険者や市町村国保の被保険者の中には、今では無職の者や不安定

な低賃金労働者が多数存在している。資産所得や勤労所得を有する自営業者であることを

前提にした当初の制度設計は、国民年金に一律定額の保険料を課し、また国民健康保険に

ついても平等割の部分を課している。ところが現実には、国民年金の第１号被保険者や国

民健康保険の被保険者の中に保険料の免除者や減免者を多数生み出している。それは、結

果として現行社会保険制度が所得における逆進性を高め、所得の再分配機能を低下させる

ことで、社会保障制度の本来の趣旨を歪めてしまっていることを意味する。それにも拘わ

らず現政権の進める「働き方改革」においては、配偶者控除の廃止には至らず、年収制限

の緩和に落ち着かざるを得ない。同様に現行の社会保険における「130 万円」という被扶養

者の範囲についても改革の道において足踏みの状態にとどまっている。 
 
４ 生活保障システムとしての子育て、教育、住宅施策 

いずれにせよ今後の高齢化と少子化を見据える限り、そして働き方の多様化とダイバー

シティの拡大は、早晩この国の社会保障制度改革を求めている。働き方によって異なる年

金・医療・介護制度の適用範囲、保険料負担の仕組みは、保険給付の内容においても格差

を生じさせ、社会の不安定化を加速させることに繋がっている。若者の二人のうち一人が

非正規雇用であるということは、事実上半数は被用者の年金保険や健康保険から合法的に

排除されてしまっていることになる。そうした若者が 40 歳代という中年になって、その親

または祖父や祖母が肩代わりして国民年金の保険料を払っているという現実も存在する。

それを社会保障における世代間対立の問題として語って良いものだろうか。それは貧困と

格差の結果をもたらすものでしかない。 
時代の変化に対応できない社会保障制度の老朽化は、特に年金制度が賦課方式をとって

いる限り、現役で働く世代とそれによって支えられている年金受給世代の対立に解消され

かねない。今、若者など現役世代の年金制度への不信感は根強い。自分の老後に果たして、
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老齢年金を受け取ることができるのだろうか、年金保険料を支払う意味があるのだろうか、

という半信半疑な心の不安に応えるためには、それだけ若者にとっても魅力ある生活保障

システムを構想しなければならない。 
これからは、従来の社会保障制度において想定されてこなかった現役世帯に対する住宅

や子育て・教育が社会的給付や支援の課題として浮上してきている。これまでの社会は、

親が安心して子育てができる条件として、安定した雇用と所得の保障がなされてきたが故

に社会の安定が保たれてきた。今やそれが保障されないとすると、これからは若者が家庭

を築き、子を持ち育てるに必要な住環境を整え、保育、教育を国が社会的に保障する事で

なければならないであろう。こうした課題を生活保障システムとして社会政策の中に組み

込むことでなければ、若者など現役世代の社会保障制度への理解と信頼の回復には繋がら

ない。その時代の富が、その時代の老後を保障する。その時代に生きる若者の仕事と生活

の安定を保障しなければ、その時代の老人を支えることはできない。それを前提にして、

財源をどのように確保するのか、税や社会保険料を通して所得の再分配機能をどのような

方法で高めることができるのか、そこで初めて国民的議論の端緒に着けるのではないだろ

うか。 
 
５ 労働者の人格権、人権と社会参加に問われる社会法の役割 

さて、これまでの労働法は、雇用の入口から出口までの集団的・個別的な労使関係紛争

を扱うことで労働者の雇用と生活を保障する役割を果たしてきた。一方で労災や雇用保険

は、雇用労働に伴う病気・ケガや障害、死亡、失業などの保険事故に対応できる役割が期

待されてきた。ところがそれだけでは、対応し包摂できない課題が拡がってきた。近年の

いじめ・嫌がらせの拡がりは、労働者の人格権や人権上の課題であるにも関わらず現在の

労働法の体系において、その法的な定義も定まっていないだけに規制の対象とすることが

困難な現状にある。裁判法理においても、被害者の側が「自殺予見性」を問うことを含め

て「安全配慮義務」などの使用者責任を問うことは至難の業である。特にメンタルヘルス

に係る問題は、業務上外を争うだけでは解決できない課題を抱えている。仮に業務上とさ

れても、現行の労災保険法の規定には当該労働者の職場復帰や社会参加を促し、それをカ

バーできる規定は存在しない。休業補償や傷害補償年金という経済的な支えはあっても、

社会的に孤立した多数の労災難民を生み出している。また私傷病とされる精神疾患やガン

患者の職場復帰、社会復帰などの課題は、そうした人たちが再び社会参加できる法制度は

もちろん社会保障制度としては設計されていない。職場復帰を含めた社会参加は、企業に

のみその責任を負わせるのではなく社会的な権利として保障されるべきであろう。 
それだけに労働者の人権と社会参加の保障に係る課題は、労働法と社会保障法の体系を

大きく一括りにする社会法の存在とその役割が大きく問われている時代と言えよう。 
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第２章 労働基準法など労働法の基礎と体系 

 
この章では、労働者の雇用や福祉に関わる法律の目的、内容、課題等について、就職活

動と就労支援との関係において必要な、基礎と体系を解説します。 
総論「労働法について」では、まず、労働法の領域と役割、さらに、労働組合について

解説します。また、労働法を、それ以外の法律との関係、雇用社会への対応という視点か

ら捉えてみます。 
各論「労働法の領域に含まれる（働くことに関する）法律」では、便宜上、①労働条件

労働契約・安全衛生、②労使関係・労働紛争解決制度、③労働市場・能力開発、④雇用就

業支援・就業機会確保の４つに分類して、主な法律の概要を解説します。 
 
Ⅰ 総論 労働法について 
 

総論では、労働法の領域と役割、さらに、労働組合について解説します。また、労働法

を、それ以外の法律との関係、雇用社会への対応という視点から捉えてみます。 
 
１ 労働法とは 
 
（１）労働法という名称の法律はありません。 
（２）使用者の下で労働者として働くことに関する法律をひとまとめにして、労働法とい

います。 
（３）労働基準法、労働組合法、雇用対策法、男女雇用機会均等法など、働くことに関す 

る多くの法律があります。 
 

主な法律 
労働条件・労働契約・安全衛生法などに関するもの 
労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、過労死等防止対 
策推進法 

労使関係、労働紛争解決制度などに関するもの 
労働組合法、労働関係調整法、個別労働紛争解決促進法 

労働市場・能力開発などに関するもの 
雇用対策法、職業安定法、労働者派遣法、職業能力開発促進法 

雇用就業支援・就業機会確保などに関するもの 
高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、若者雇用促進法、パートタイム労働法、男 
女雇用機会均等法、育児・介護休業法 
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２ 労働法の役割とは 
 
（１）労働法は、使用者との関係で国が労働者を保護することを目的としています。 
（２）会社（雇う側）と労働者（働く側）の力関係を平等・公平にする意図があります。 
（３）労働法は、使用者の下で働いている労働者すべてに適用されます。 
 

労働法の保護を受ける労働者には、雇われて働いている人はすべて含まれるので、正社

員だけでなく、派遣社員、契約社員、パートやアルバイトでも、労働法の適用を受けます。

また、法律ごとに、どのような働き方をするかによって、具体的な適用の内容は変わって

きます。なお、業務委託や請負など、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払わ

れるような働き方をする場合は、事業主として扱われ、基本的には労働法の保護を受けら

れません。 
 
３ 労働組合とは 
 
（１）労働組合は、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため 

につくる団体です。 
（２）労働者が団結し、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利は 

憲法第 28条で保障されています（政治目的でのストライキは認められていません）。 
（３）日本では、個別企業ごとにつくられる企業別労働組合が中心です。 
 

憲法は、①労働組合を結成する権利（団結権）、②使用者（会社）と団体交渉する権利（団

体交渉権）、③要求実現のために団体で行動する権利（団体行動権・争議権）の労働三権を

保障しています。 
労働組合法は、労働組合に対し、使用者との間で「労働協約」を締結する権能を認める

とともに、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをすることを「不当

労働行為」として禁止しています。また、労働組合は労働者が複数人集えば自由に結成す

ることが可能ですので、企業別労働組合の他、地域単位などで組織されている労働組合も

あります。 
 
４ 労働法以外の法律（憲法、民法、会社法、刑法、訴訟法等）との関係 
 
（１）憲法は、国民には労働の権利があり、また義務を負うとし、また、労働条件は法律 

で定めるとしています。 
（２）労使関係も私人間の関係ですので、民法の定めが及びますが、労働法の定めが優先 

的に適用されます。 
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（３）会社法は企業に関連する中心的な法律ですが、その主役は株主、役員、債権者であ 
って労働者は部外者です。 

（４）労使関係における損害賠償等については民事訴訟法により、犯罪に関わる行為につ 
いては刑法、刑事訴訟法によります。 

 
→資料１「雇用関係（労働契約）の特色」を参照してください。 

 
５ 雇用社会と労働法の対応 
 

労働法は、労働者が使用者の下で働くことに関し、それを律する法律であることから、

常に変化する雇用社会に対応していくことが求められています。1985 年（昭和 60 年）以

降、多くの新しい法律が制定され、また、労働条件の最低基準を保障する役割を担う労働

基準法など、重要な法律の改正も数次にわたって行われてきました。さらに、2007 年（平

成 19 年）には、裁判所によって形成された判例法理を整理し、労働契約の基本ルールを定

める労働契約法が制定されました。今後の課題としては、時間外労働規制の柔軟化（高度

プロフェッショナル制度）、集団的自治の再編（労使委員会）などを法制度にどのように反

映させていくか議論されています。 
 

→資料２「労働法の対応：雇用社会における「法の支配」、労働契約の運用ルールの明確 
化」を参照してください。 

 
Ⅱ 各論 労働法の領域に含まれる（働くことに関する）法律 
 

「労働法の領域に含まれる（働くことに関する）法律」では、法令を、①労働条件・労

働契約・安全衛生、②労使関係・労働紛争解決制度、③労働市場・能力開発、④雇用就業

支援・就業機会確保の４つに分類し、主な法令の概要を解説しています。なお、分類につ

いては、いろいろな考え方がありますが、就労支援に携わる方にとっても関心の深いキャ

リアコンサルタント試験の出題範囲（労働関連法規）を参考にしました。 
 
１ 労働条件・労働契約・安全衛生などに関する法令について 

この分野の対象となる法令には、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法等がありま

す。国は使用者に対して、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて、労働者が人たるに値

する生活が営めるように監督し、指導を行います。労働者は使用者が労働法令に違反する

事案に遭遇した場合には、国（管轄の労働基準監督署）に相談し、法違反の事実を申告す

ることができます。また、労働者と使用者との労働契約の締結は、法律上「公法（労働基

準法・労働安全衛生等）」や「私法（労働契約法・民法）」に基づいて行われることになり
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ます。なお、労働契約上の争いが生じた場合には、一般的に民事上の争いとされ、上記の

ような法律を基に裁判所がこれまでの判例を参考にして、和解を促すかまたは裁決が下さ

れます。 
 

→資料３「労働契約と労働関係法令の性質」を参照してください。 
 
（１）労働基準法 
目的：日本国憲法で定める、個人の尊重、法の下の平等、生存権、労働権の補償を背景に、 

「賃金、就業時間、休憩その他の勤務条件に関する基準」について、労働者が人た 
るに値する生活を営むための必要を満たすべきものとして、最低限の労働条件の基 
準を定めることを目的としています。 

内容：使用者が労働者を雇用するにあたり、守るべき労働条件の最低基準等を定めていま 
す。 

課題：この法律に違反する事実がある時は、労働者はその事実を行政官庁又は労働基準監 
督官に申告することができ、そのことを理由として労働者に対して解雇その他不利 
益な取扱をしてはならないと定めています。しかし、労働基準監督官が判断できな 
い争いの内容については、民法や労働契約法などの法律に基づいて、労働者は民事 
上の争いを提起することとなります。 

 
→資料４「労働基準法のおもな内容」を参照してください。 

 
（２）労働契約法 
目的：労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定・変更 

を円滑に行い、労働者の保護、個別の労働関係の安定に資することを目的としてい 
ます。 

内容：労使間の個別のトラブルを未然に防ぐことができるよう、これまでの判例法理を整 
理し、それを基本として労働契約に関する民事上のルールを定めています。なお、 
労働契約法は労働法上の民事法規であり、労働基準法が定めているような罰則や行 
政監督を予定していません。 

課題：2013 年（平成 25 年）に施行された有期労働契約に関する新たなルール（同一の使 
用者との間で締結された「無期労働契約への転換」）の施行時期が 2018 年（平成 30 
年）に迫っています。また、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 
を定めた労働契約法 20条違反を審理している長澤運輸事件やハマキョウレックス事 
件について、最高裁の判決の行方が注目されています。 

 
→資料５「労働契約法」を参照してください。 
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（３）労働安全衛生法 
目的：労働安全衛生法は労働基準法から派生し、職場における労働者の安全と健康を確保 

すること、および快適な職場環境を形成することを目的としています。 
内容：事業場における安全衛生管理のしくみや労働者の健康確保のほか、危険有害業務に 

就かせる場合に事業者が講じなければならない措置などが細かく規定されており、 
事業主（会社）は労働者の安全・労働衛生の確保を講じることとされています。 

課題：この法律は、第二次産業が発展する中で労働災害が多発した高度経済成長期の 1972 
年（昭和 47 年）に制定され、労働災害の減少に貢献してきました。近年では産業構 
造が大きく変化し、第三次産業が占める割合が増加してきています。それに伴い、 
長時間労働や職場におけるパワハラ・セクハラなどを原因にした精神障害が労働災 
害として認定される事例が増えています。2015 年（平成 27 年）12 月より、50 人以 
上の事業場については、労働者によるメンタルセルフコントロールを目的にした「ス 
トレスチェック実施」が義務化されています。事業主には、労働者の安全に配慮す 
る義務があり（労働契約法第５条）、事業場のメンタルヘルス対策を含めた安全配慮 
義務が課せられていることを、再確認する必要があります。 

 
（４）労働者災害補償保険法 
目的：労働者が災害にあった場合に必要な保険給付を行うとともに、社会復帰の促進・援 

護、安全・衛生の確保を図って、福祉の増進に寄与することを目的としています。 
内容：業務上または通勤途上の災害により、労働者がけがや病気になって、障害が残った

あるいは死亡した場合に、労働者とその遺族に対して行う保険給付について定めて

います。保険給付には、療養（補償）給付、休業（補償）給付、傷病（補償）年金、 
障害（補償）給付、遺族（補償）給付、介護（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）、二 
次健康診断等給付があります。 

課題：保険給付の請求は、労働者またはその遺族が行います。なお、事業主には請求に当 
たって、災害の原因や状況などについて証明し、労働者や遺族の行う請求が円滑に 
行われるように協力する義務（助力義務）があります。しかし、メンタル疾患等の 
業務上災害の申請については、事業主の協力がなかなか得られないことがあります。 
このような場合には、労働者自らがその事実を述べて労働基準監督署に申請するこ 
とになります。 

 
（５）過労死等防止対策推進法 
目的：過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等のない健康で充実して働き続ける 

ことができる社会の実現に寄与することを目的としています。 
内容：過労死等を「業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因と 
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する死亡もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺に 
よる死亡またはこれらの脳血管疾患もしくは心臓疾患もしくは精神障害」と定義づ 
け、事業主が取り組むべき重点対策を定めています。なお、この法律に基づいて｢過 
労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されました。 

課題：「全国過労死を考える家族の会」の運動もあり、この法律は制定されました。この法 
律の制定を受けて、長時間労働や過重労働が行われている「ブラック企業」「ブラッ 
クバイト」に対して、労働基準監督署の「かとく」（過重労働撲滅対策班）が設置さ 
れています。2015 年（平成 27 年）12 月 25 日に発生した電通の新入社員女性の過 
労自殺については、2016 年（平成 28 年）９月 30 日に労災認定され、同年 12 月 28 
日に労働基準法違反の疑いで会社が書類送検されました。人は生きる為に「労働」 
するのであり、「労働」が原因で死亡することは、決してあってはならないことです。 

 
２ 労使関係・労働紛争解決制度などに関する法令について 

この分野の対象となる法令には、労働組合法、労働関係調整法、個別労働紛争解決促

進法等があります。労働組合法、労働関係調整法は、労働者が労働組合を結成して団体

として使用者と自主的な交渉を行い、労働基準法等により保障されている労働条件の最

低基準からさらに望ましい労働条件を実現し、労働者を支援する役割を担っています。

しかし、労働組合がある企業の割合（推定組織率）は 17％台と年々減少しており、こと

に中小企業では低くなっています。このような背景もあって、紛争の当事者は労働組合

から個々の労働者へと変化してきており、個別労働紛争解決促進法には、変化に対処す

る役割が求められています。 
 

（１）労働組合法 
目的：労働者が使用者（会社）と対等の立場に立つことを促進し、労働者の地位を向上さ 

せることを目的としています。 
内容：労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉、ストライキなど労働争議に対する刑 

事上・民事上の免責要件などを定めています。 
課題：労使交渉の結果を文書化した労働協約には、労働契約や就業規則に優越する強い法 

的拘束力が与えられていますが、その拘束力はそれを締結した労働組合に加入する 
組合員にしか適用されません。労働組合の推定組織率が過去最低となった現在、大 
半の企業では、労働条件向上のための労使交渉の仕組みが機能しているように見え 
ません。本来は労使関係に中立的であるべき政府（行政）によって、今や日本的雇 
用の改革がなされようとしています。 

 
（２）労働関係調整法 
目的：労働関係の調整を図り、労働争議を予防・解決することを目的としています。 
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内容：争議行為（ストライキ、ロックアウト）が発生して社会生活に影響を与えるような 
場合、労働委員会による裁定を行うことを定めています。 

課題：労働委員会による争議調整の基本原則は労使自治であって、労使の対立については 
自主的交渉で解決すべきとの考えから、解決の強制はしないことになっています。 
なお、争議行為は正当な行為として取扱われますが、ストライキがその中心となり、 
他は補助的な手段として範囲が限定されるという見解が有力となっています。 

 
（３）個別労働紛争解決促進法（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律） 
目的：労働者と事業主（会社）との間の紛争について、その実情に即した解決を図ること 

を目的としています。 
内容：職場慣行を踏まえた円満な解決を図るため、都道府県労働局において、無料で個別 

労働紛争の解決援助サービスを提供しています。 
課題：企業外の紛争解決システムとしては、裁判手続き、地方裁判所で行われる労働審判 

制度に比して、あっせんは、時間や費用、労使関係の安定という視点からも優位と 
考えられますが、低額の金銭補償で決着となってしまう場合もあり、制度の選択に 
あたっては適切な助言が必要です。また、紛争を未然に解決できるような苦情処理 
機関等、企業内のシステムの整備も必要となってくるでしょう。 

 
３ 労働市場・能力開発などに関する法令について 

この分野の対象となる法令には、雇用対策法、職業安定法、労働者派遣法、職業能力

開発促進法等があります。雇用対策法は、労働者の需要と供給を調整する労働市場に関

する法令のうち、雇用政策の基本法としての機能と役割をもっており、中でも職業安定

法や労働者派遣法は、労働市場において求職者と求人企業相互のマッチングが円滑・的

確に行われることを目的として、一般的枠組み・ルールを形成しています。また、就職

の促進にあたっては、労働者が必要なスキルを習得できるような仕組みやキャリア形成

の支援が必要であり、職業能力開発促進法がその機能と役割を担っています。 
 
（１）雇用対策法 
目的：社会の変化に対応して必要な政策を講じ、労働者の職業の安定と経済的社会的地位 

の向上を図ることを目的としています。 
内容：青少年の応募機会の拡大、女性の就業の促進、障碍者の雇用の安定を明示し、募集 

採用に関わる年齢制限禁止を定めています。 
課題：企業が募集・採用における年齢制限の禁止（法 10 条）に違反した場合に刑事罰（罰 

金等）の定めはありませんが、行政指導等の対象となります。また、違反する求人 
はハローワークで受理されないこととされています。その法的責任について、今日 
まで裁判で争われた事例はありませんが、公序良俗違反（民法 90 条）による不法行 
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為として、損害賠償責任が生じる可能性もあり得ます。 
 
（２）職業安定法 
目的：雇用に関して必要な施策を講じることにより、労働者がその有する能力にあった職 

業に就く機会を与えることを目的としています。 
内容：公共職業安定所（ハローワーク）や民間の職業紹介事業者が行う職業紹介・職業指 

導事業が、適正な運用のもとに行われることを定めています。 
課題：ハローワークで行う職業紹介においては、求人および求職の申込のすべてを受理す 

る義務がありますが、法令違反がある場合は例外とされます。また、職業紹介を行 
うにあたっては、労働条件（募集条件）を求職者に明示することが義務づけられて 
います。一例として、月給の中に一定の残業代が含まれる「固定残業代」の求人票 
への記載について基準が示されるなど、労働条件の明示についての対策が講じられ 
てきていますが、なお一層の取り組みが求められます。 

 
（３）労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の保護に関する 

法律） 
目的：労働者派遣事業の適正な運用を確保し、派遣労働者の保護を図ることを目的として 

います。 
内容：労働者派遣事業について、業務の範囲、派遣期間・就業条件の明示、派遣先・派遣 

元の各責任者の選任などについて定めています。 
課題：社会情勢の変化に伴い、規制と緩和の両面から改正がなされていますが、派遣労働 

者の保護を強化するための法整備が今後も求められます。 
＜2012 年（平成 24 年）の改正＞ 
雇用期間 30 日以内の日雇い派遣の原則禁止などが規定され、正式名称も改正されま 
した。旧称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整 
備等に関する法律」でした。 
＜2015 年（平成 27 年）の改正＞ 
一般労働者派遣事業（許可制）と特定労働者派遣事業（届出制）の区別が廃止され、 
許可制に一本化されました。また、派遣労働者が同じ職場で働ける期間は原則とし

て最長３年に改定されました。 
このように、派遣労働者が働ける期間には制限が設けられていますが、それは継続 
的に同一の部署で働くことに限られており、部署を異動すれば制限なく働き続ける 
ことができるということでもあります。 

 
（４）職業能力開発促進法 
目的：労働者が教育訓練等を受ける機会を確保し、職業に必要な能力を開発・向上させる 
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ことを促進することを目的としています。 
内容：職業能力の開発に関して、労働者に対する職業訓練、職業能力検定等の実施につい 

て定めています。 
課題：事業主は、労働者への必要な職業訓練の実施、労働者が自発的に職業能力の開発・ 

向上を図るための援助を通して、その職業能力の開発・向上の促進に努める責務を 
負っています。それにはコストがかかりますが、助成制度（給付金）等を活用して、 
進めていくことが求められます。 
なお、キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計または 
職業能力の開発および向上に関する相談に応じ、助言および指導を行うことをいう 
とされています（「労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上 
を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針」）。 

 
４ 雇用就労支援・就業機会確保などに関する法令について 

この分野の法令には、障害者雇用促進法、高年齢者雇用安定法、若者雇用促進法、男女

雇用機会均等法、育児・介護休業法等があります。日本の雇用関係は、高年齢者や障害者、

育児介護を担う労働者など、それぞれの特性を持つ労働者が、雇用・就労の機会を広げ、

働き続けることができる環境を作るためのルールを定めた法律の上に成り立っています。

また、事業主にはその措置を講ずることが義務づけられています。 
 
（１）高年齢者雇用安定法 
目的：高年齢者等の雇用の確保、再就職の促進、就業機会の確保の措置を講じて、職業の 

安定と福祉の増進を図り、経済・社会の発展に寄与することを目的としています。 
内容：事業主に、①「定年の引上げ」、②｢継続雇用制度の導入（再雇用制度などを含む一 

部経過措置あり）」、③「定年の定めの廃止」、のいずれかの措置を講じることにより、 
65 歳までの雇用を確保することを求めています。 

課題：急速な高齢化が進むなど、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き下げられること 
に伴い、60 歳定年制の下では無年金無収入の期間が生じてしまいます。それを防ぐ 
ため雇用する労働者のうち希望する全員を対象に、65 歳までの安定した雇用の確保 
措置を定めています。しかし、定年後の雇用形態・労働条件については、法の定め 
がないことから労使の話し合いに任されており、企業規模や労働組合の有無によっ 
て、または継続雇用制度の導入における、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受 
給するかどうかによっても、様々です。多くの場合は定年以降の賃金が低下するこ 
とになりがちですが、一方で、厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」（報酬比例部 
分）の支給開始が 60 歳から 65 歳へと段階的に繰り下げられており、65 歳までの仕 
事と生活の確保を図る政策が課題とされています。 
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（２）障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律） 
目的：障害者がその能力に適合する職業に就くことを通じて、職業生活において自立する 

ことを促進し、職業の安定を図ることを目的としています。 
内容：事業主には、障害者の雇用を義務づけ、雇用の分野において差別することを禁止し 

て、その雇用を促すとともに、国には、障害者が自らの能力を発揮し、自立を促進 
する措置を講ずることを求めています。さらに、事業主に対しては、障害者が職場 
で働くにあたって、合理的配慮等の提供を義務づけることを定めています。また、 
事業主は、雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率（法定 
雇用率）以上になるようにしなければなりません。なお、労働者数が 100 人を超え 
る事業主の場合、法定雇用率を満たさないときは、「障害者雇用納付金制度」が適用 
されます。 

課題：事業主に対して、障害者からの苦情処理や紛争解決援助についても義務づけられま 
した。また、2018 年（平成 30 年）４月より、法定雇用率に精神障害者を加えるこ 
とも定められました。ハローワークにある障害者専門相談窓口の利用拡大を通して、 
法律の実効性が期待されます。 

 
（３）若者雇用促進法（青少年の雇用の促進等に関する法律） 
目的：若者の適切な職業選択の支援や職業能力の開発・向上に関する措置等を講ずること 

で、就職の実現に向けた取り組みを総合的に行うことを目的としています。 
内容：2015 年（平成 27 年）10 月に「勤労青少年福祉法」が改正され、名称変更されたも 

のです。改正内容は、青少年の雇用における関係者の責務を明確化するなど様々で 
すが、特に 2016 年（平成 28 年）３月より、新規卒業時における「早期離職」対策 
として、①労働関連法令違反の事業主に対するハローワークの新卒者向け求人の不 
受理、②新卒者から求めがあった場合に事業主による職場情報提供の義務化が施行 
されることになりました。 

課題：少子化など労働力人口が減少しているにも関わらず、職業に就けていない若者が長 
期間にわたって高止まり傾向を示しています。それだけに、若者に安定した雇用が 
保障され、自らが経験を積み重ねながら、職業能力を向上させ、働きがいを持って 
仕事に取り組んでいくことができる、老若男女を問わない全員参加型社会の実現が 
期待されます。 

 
（４）パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律） 
目的：短時間労働者の適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の 

推進などの措置等を講ずることによって、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確 
保等を図ることを通じて、短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的としていま 
す。 
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内容：短時間労働者とは、同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて、週の所定労 
働時間が短い労働者のことをいいます。短時間労働者を雇い入れるときには、労働 
条件の明示・雇用管理改善措置の説明が義務づけられています。また、雇用した短 
時間労働者からの求めがあれば、賃金や教育訓練、福利厚生等に関して説明するこ 
とが義務づけられています。 

課題：短時間労働者として働く労働者は、全就労者の 37％を超えているとのデータもあり 
その大半は女性労働者です。現在、女性の活躍が期待されており、女性の短時間労 
働者は今後とも増加し続けると思われます。一方では、正規と非正規の格差是正が 
課題とされ、「同一労働同一賃金」のあり方が、政府内で学識経験者を入れて審議さ 
れています。今後は、法第９条の「差別的取扱い禁止」の実効性と併せて、法第８ 
条の「不合理な待遇の差異は無効」との規定について、労働契約法 20 条とともに、 
民事訴訟の場において争われる可能性もあると思われます。 

 
（５）男女雇用機会均等法 
目的：労働者が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、 

その能力を充分に発揮できる雇用環境を整備することを目的としています。 
内容：性別による差別や妊娠出産等を理由とする不利益取り扱いを禁止し、あわせて、セ 

クシャルハラスメント対策や母性健康管理措置の実施などを、事業主に対して義務 
づけています。また、それらについて、労働者と事業主の間に紛争が生じた場合の 
救済措置、法施行のために必要がある場合の指導等が定められています。 

課題：2017 年（平成 29 年）１月より、妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置が 
事業主に義務づけられました。各種労働相談においてもこの種のハラスメントに関 
する相談は多く、法律の実効性が求められます。 

 
（６)育児・介護休業法 
目的：育児・介護休業等に関する制度を設けることにより、子の養育や家族の介護を行う 

労働者の雇用継続・再就職促進を図り、職業生活と家庭生活の両立に寄与すること 
を通じて、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。 

内容：小さい子どもを養育する労働者や、家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活 
の両立を支援するために、休業や時間外労働の制限等について定めており、男女に 
関わらず適用されます。具体的には、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休 
暇、所定外労働の免除、所定労働時間の短縮措置等について定めています。また、 
これらの制度を利用したことに対する、不利益取り扱いの禁止が定められています。 

課題：2017 年（平成 29 年）１月より、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防 
止措置が事業主に義務付けられました。また、育児休業の対象の子の範囲の拡大や 
介護休業分割取得、半日単位の休暇の導入などの点においても、改正されています。 
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資料１雇用関係（労働契約）の特色 
雇用関係 → 民法（契約法）の適用 ＊雇用契約（民 条以下）

契約自由の原則＝個々の労働者と使用者（労使）は対等な契約当事者と把握され、

労働条件についても、労使が対等な立場で自由に決定できる

↓ 労使間の交渉力・情報量格差（交渉力・情報の非対称性）があるため、修

正（労使の実質的対等関係を実現する）

→ 労働法の適用

① 労働条件の最低基準の保護（労働保護法＝労働基準法（労基法）、最低賃金法、

労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等）

：憲法 条 項（勤労条件法定主義） を具体化

＊労働条件に関する 原則（憲法 条と 条 項を具体化）

労基法 条 項、労基法 条１項（労働条件対等決定の原則）

② 団体交渉・労働協約による労働条件の向上（集団的労働法＝労働組合法）

：憲法 条（労働基本権）を具体化

③ 雇用機会の保障（雇用保障法）：憲法 条 項（勤労の権利・義務）

④ 労働契約法

 
 
 

交渉力・ 
  情報格差 

 
 労 働 契 約 
 
 
＜労働契約の特色＞ 
・当事者の意思表示の合致のみで成立（諾成・不要式の契約、有償の双務契約（民法623条）） 
・労働の他人決定性：労働者が使用者の指揮命令に従って労働する義務を負う 
・継続的性格：労働契約は１回限りの給付で終わる契約ではなく、長期間にわたって継続 
・人格的性格：労働義務が労働という行為を行う債務（なす債務）であるため、労働の提供と労 

働者の人格とは切り離せない 
・組織的・集団的性格：労働者を企業組織に配置し、企業秩序を規律する使用者の権利（人事権・

懲戒権等）が肯定されるとともに、労働協約・就業規則による労働条件の集

団的・統一的処理が要請される 
 
※土田道夫『労働法概説第３版』（弘文堂、2014年）を参考に、上田達子作成（「就労支援に携わ 
る人たちのための労働関連法基礎講座」資料） 

労働組合 

使用者 労働者 

団体交渉 
 

労働協約 
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資料２労働法の対応：雇用社会における「法の支配」、労働契約の運用ルールの明確化 

1985年(S60) 男女雇用機会均等法（均等法）、労働者派遣法（派遣法）の制定 

1986年(S61)  高年齢者雇用安定法の制定（60歳定年制を規定） 

1987年(S62)  労働基準法（労基法）の改正（労働時間短縮を目的とする） 

1991年(H3)   育児休業法（民間企業）の制定 

1992年(H4)   労働時間短縮促進法の制定 

1993年(H5)   短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム労働法）の制定 

1994年(H6)   高年齢者雇用安定法の改正（1998年から60歳定年制を義務づける) 

 

1995年(H7)  育児・介護休業法（介護休業の法制化） 

1997年(H9)  均等法・労基法の女性保護規定の改正（募集・採用・配置・昇進について均等法上禁止規定に、 

労基法の深夜業・時間外・休日労働の女性に対する規制解消） 

1998年(H10) 労基法の改正（企画業務型裁量労働制の導入、時間外労働の規制強化） 

1999年(H11) 派遣法の改正（港湾運送、建設、警備業務等の適用除外業務を除き、対象業務を自由化） 

2001年(H13)  個別労働紛争解決促進法の制定、職業能力開発促進法の改正 

2003年(H15)  労基法（有期労働契約の上限期間の延長（1年→3年、例外5年）、判例法上の解雇権濫用法 

理の実定法化）、派遣法の改正（派遣可能期間の延長など） 

2004年(H16)  労働審判法の制定、高年齢者雇用安定法の改正（65歳までの雇用確保措置）、育児・介護休業

法、雇用保険法の改正、労働組合法の改正（労働委員会の審査組織・手続整備） 

 

2006年(H18)  均等法の改正（女性差別禁止法から性差別禁止法へ）、法例改正→法の適用に関する通則法 

 

2007年(H19)   パートタイム労働法の改正（均衡処遇原則の導入）、労働契約法の制定、雇用対策法・雇 

用保険法等の改正（求人時の年齢制限禁止の義務化等）、最低賃金法の改正（生活保護と 

の逆転現象解消）  

2008年(H20）労基法の改正：① 長時間労働者（月60時間を超える時間外労働）の割増賃金率の引上げ（25％ 

→50％）、引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇付与も可能 

＊中小事業主については、法定割増賃金率の引上げを猶予し、本法律の施行3 

年経過後に検討を行う。 

② 年次有給休暇（年休）の5日分は時間単位での取得が可能  

＊2010年4月1日施行 

 

2009年(H21)  育児介護休業法の改正、出入国管理及び難民認定法の改正（法務大臣が外国人の公正な在留 

管理に必要な情報を継続的に把握する制度を構築し、外国人研修生等の保護の強化を図る）、 

雇用保険法の改正（雇用保険の受給要件の緩和等） 

 

2012年(H24) 労働者派遣法の改正、労働契約法の改正、高年齢者雇用安定法の改正 

 

2014年(H26) パートタイム労働法の改正、労働安全衛生法の改正（事業者に対する受動喫煙の防止のための

措置を講ずる努力義務、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対する、医師等による労働者の心
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理的な負担の程度（ストレスチェック）を把握するための検査及び（労働者からの申し出に応じて）

面接指導を実施する義務を規定）、障害者雇用促進法の改正（雇用の分野における障害を理由とす

る差別的取扱いの禁止、障害者が職場で働くにあたって生じる支障を改善するための措置を講ずるこ

との事業者への義務づけ（合理的配慮の提供義務）） ＊2016年4月1日施行 

 

2015年（H27）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）の制定、青少年の雇 

用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）の成立、労働者派遣法の改正＋労働者の職務に 

応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律（同一労働同一賃金推進法）の制定 

 

＊今後の課題：労働時間規制の柔軟化（WE → 高度プロフェッショナル制度） 

集団的労使自治の再編（労使委員会） 

 

※土田道夫『労働法概説第３版』（弘文堂、2014年）を参考に、上田達子作成（「就労支援に携わる人 

たちのための労働関連法基礎講座」資料） 
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資料３労働契約と労働関係法令の性質 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
※篠原耕一作成（「就労支援に携わる人たちのための労働関連法基礎講座」資料） 

国 

労働者 使用者 
(事業者) 

労働基準法、労働

安全衛生法等に

基づく指導 

民法、労働契約法が

適用される 

労働契約等 

労働法令相談、 
労働基準法違反 
申告可 

○労働契約法 
○民法 

私 
法 

 
裁判所 

裁判所がこれまでに判示した 
結果（判例・裁判例）も大切 

○労働基準法 
○労働安全衛生法 
○男女雇用機会均等法 
○パートタイム労働法 
○労働者派遣法 

 
公 
 
法 
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資料４労働基準法のおもな内容 

第１条 
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの 
本法の労働条件基準は最低のもので、本基準を理由に低下させてはならない 

第２条 
労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもの 
労働者と使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、義務を履行する 

第３条 国籍、信条等を理由とする労働条件の差別禁止 
第４条 性別を理由にした賃金の差別禁止（賃金以外は、男女雇用均等法に規定） 
第５条 強制労働の禁止 
第６条 他人の就業に介入して利益を得る中間搾取の禁止 
第 13条 労働基準法違反の契約はその部分につき無効で、労働基準法の基準による 
第 14条 有期雇用契約期間は最長３年（但し、高度専門職・６０歳以上は５年） 

第 15条 
使用者は労働契約の締結に際し、労働条件を明示、賃金等は書面で明示 
明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時契約を解除可能 

第 16条 労働契約の不履行について損害賠償額の予定禁止（実損に対する賠償請求は可） 
第 17条 労働することを条件とする前借金と賃金の相殺禁止 
第 18条 労働契約に付随して強制貯金させることの禁止（労使協定の下、受託するは可） 
第 19条 業務災害による休業及び産前産後休業の期間中とその後３０日は解雇禁止 
第 20条 解雇する場合は３０日以上前に予告するか、３０日分以上の平均賃金支払い 

（平均賃金＝直前３か月分の賃金総額÷３か月間の総歴日数【第 12条】） 
第 21条 試用期間中（１４日以内の場合）や２か月以内の有期契約等の解雇予告除外 
第 22条 労働者から請求あった場合の、賃金・退職事由等、証明書交付 
第 24条 賃金は、①通貨で、②直接、③全額を、④毎月１回以上、⑤日を決め、支払う 
第 26条 使用者の責めに帰すべき休業時は、平均賃金の６割以上の休業手当を支払う 

第 32条 
１週４０時間、１日８時間を超えて労働させてはならない 
（１か月以内、１年以内等で平均して週４０時間とすることも可） 

第 34条 ６時間を超える場合は４５分、８時間を超える場合は６０分の休憩与える 
第 35条 少なくとも週１日又は４週４日の休日を与える 
第 36条 労使協定を締結・労基署へ届け出ることで、時間外・休日労働可 
第 37条 時間外２割５分（６０時間超５割）、休日３割５分、深夜２割５分以上の割増賃金 

第 39条 雇入後６月の出勤率８割以上（その後１年ごと）の労働者に有給休暇 
第 41条 農水産業、監督・管理者等、断続労働従事者は、時間・休憩・休日適用除外 
第 42条 ～第 55条まで 安全及び衛生の規定は削除され、労働安全衛生法を新設 
第 56条 １５歳以降の最初の３月３１日終了まで使用禁止（労基署長の許可あれば可） 
第 62条 満１８歳に満たない者の危険・有害業務就業禁止 
第 64の 3 主に妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性の危険・有害業務就業禁止 
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第 65条 産前６週間産前休業（要請求）、産後８週間産後休業（請求し医師承認で６週間） 
第 89条 常時１０人以上労働者使用する事業場の就業規則作成、労基署へ届出 
第 90条 就業規則作成・変更時、過半数組合あれば組合、なければ代表者から意見聴取 
第 91条 減給制裁は１回の額は平均賃金の半額、賃金支払期間で総額の１０分の１まで 
第 104条 法令違反あれば労働者は監督署へ申告でき、当該労働者へ不利益取扱い禁止 
第 106条 就業規則や労使協定は、書面を交付する等により労働者に周知せねばならない 
第 115条 この法律に基づく賃金等請求権は２年で時効消滅（退職手当は５年） 
 

※篠原耕一作成（「就労支援に携わる人たちのための労働関連法基礎講座」資料） 
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資料５労働契約法 

労働契約法の特色 ― 労働契約の基本ルールを定める立法 
            ⇒ 純然たる民事法規で、罰則や行政監督を予定していない 
 
＜内容＞ 
・労働契約の基本的内容(6条) 

・労働者・使用者の定義規定（2条） 

・労働契約の原則(3条)‐労働契約の締結・変更に関する合意原則（1項） 

            均衡考慮の原則(2項) 

            仕事と生活への配慮の原則（3項） 

            信義誠実の原則(4項) 

            権利濫用の禁止(5項) 

・労働契約上の権利義務‐労働契約内容に関する理解促進の責務（4条） 

             労働契約と就業規則との関係(7条) 

             労働条件の変更に関する合意原則(8条) 

             就業規則による労働条件の変更（9条～11条） 

             就業規則の最低基準効(12条) 

             就業規則と法令・労働協約との関係（13条） 

             安全配慮義務(5条) 

             出向命令権濫用規制（14条） 

             懲戒権濫用規制(15条) 

             解雇権濫用規制（16条） 

              期間の定めのある労働契約に関する期間途中の解雇の規制（17条） 

             有期労働契約の無期労働契約への転換(18条) 

             雇止めの法規制（19条） 

             有期契約労働者の不合理な労働条件の禁止(20条) 

 
※土田道夫『労働法概説第 3版』（弘文堂、2014年）を参考に、上田達子作成（「就労支援 
に携わる人たちのための労働関連法基礎講座」資料） 
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第３章 あなたの生活を支える社会保険制度 
Ⅰ 働けない時の生活を支える社会保険の役割 

人は働くことで収入を得て、税金や社会保険料を納め、社会保障制度を支えています。例え

ば会社が倒産した、解雇された、病気で働くことができなくなった、老いた、障害になった、

死亡したなどの保険事故が生じた場合には、働くことができずにその労働者と家族の生活が途

絶えます。その時に生活をさせてくれるのが社会保険のネットです。 
ところが働き方、雇用の形態、労働時間によって労働・社会保険いわゆる社会保険のネット

の適用が異なってきます。特に、近年では 10 人中 4 人が非正規雇用で働いています。その中

には労災保険を除いて雇用保険、健康保険、厚生年金などの適用から排除された労働者が多数

存在しています。そういう人たちは、雇用というネットを失うことでたちまち生活に困窮する

ことになります。それが現下の状況です。 
そうした課題が 2008 年（平成 20 年）10 月のリーマンショックを契機に社会問題として取

り上げられるようになりました。その後、これまでの公的扶助との間に「求職者支援制度」、「生

活困窮者自立支援制度」が法的に整備されてきました。それで問題が解決したわけではありま

せんが、そのことによって公的扶助のネットに至る前の生活保障システムを構築しようという

国の政策意図がうかがえます。そうした意味からも少子化が迫るこの国において生きる誰もが、

働くことなどを通して社会に参加し、互いに支え、支えられる社会保障制度の充実が期待され

ています。 
 
 
 
資料１ 「働き生きるためのセーフティネット概念図」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 年作成：NPO法人 あったかサポート

働き生きるためのセーフティネット概念図

雇用のネット

社会保険のネット

求職者支援のネット

公的扶助のネット

労働基準法等の諸法令

正規雇用者 非正規雇用者 自営業者 無　職

雇用保険・労災保険・介護保険
厚生年金保険・健康保険

国民健康保険
国民年金・介護保険

雇用保険・労災保険・介護保険
厚生年金保険・健康保険

国民健康保険
国民年金・介護保険

求職者支援制度

生活困窮者自立支援制度

生活保護など各種福祉施策生活保護など各種福祉施策

求職者支援制度

生活困窮者自立支援制度

2015年4月施行
・相談支援
・住宅確保支給
・就労支援
・生活支援
・家計支援
・学習支援
・その他支援

必須事業

任意事業
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Ⅱ 社会保険の制度の種類と管轄する行政機関 
社会保険制度は、大きく労働保険と社会保険とに分かれています。労働保険はあくまでも労

働者であることが前提とされていますから、原則として自営業者（事業主）には適用されませ

ん。社会保険は、公的な医療・介護・年金のことを言いますが、この分野では、法人などで働

く被用者保険に加入する人たちとアルバイトなど不安定な働き方をしている人、無職、自営業

者など二つに分かれています。ご自身の働き方によって家族を含め、どの公的保険に加入する

ことになるのかを把握してください。そしてこの体系図を通して社会保険の適用の違いや、異

なる管掌行政機関の適用となることを理解することが大切です。 

制度 種類 管轄

社

会

保

険

広

義

社

会

保

険

狭

義

医療保険

健康保険

（職域）

健康保険 全国健康保険協会（協会けんぽ）

組合健保 各 健康保険組合

船員保険 全国健康保険協会（協会けんぽ）

共済組合 各 共済組合

国民健康保険

（地域、同種

同業）

組合国保 各 国民健康保険組合

市町村国民健康保険 市（区）町村

退職者医療制度 市（区）町村

高齢者医療

保険

前期高齢者医療保険 上記の各管轄

後期高齢者医療保険 後期高齢者医療広域連合

介護保険
保険料納付は上記の各管轄

給付は市 区 町村

年

金

保

険

厚生年金保険 日本年金機構

国民年金 日本年金機構

労

働

保

険

労働者災害補償保険（労災保険） 労働局 労働基準監督署

雇用保険 労働局 公共職業安定所
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Ⅲ 社会保険の種類と働き方によって異なる社会保険の加入 
企業の大小を問わず法人などに働く場合は、管理職であっても労働・社会保険に加入するこ

とになります。しかし、アルバイトやパートなど雇用期間や労働時間が短い労働者にあっては、

労災保険を除き加入できない方がいます。2016 年（平成 28 年）の法改正で短時間労働者の社

会保険への加入拡大を意図しましたが、被保険者に扶養される家族（以下、被扶養者という）

の年収の限度額が 130 万円未満であることの障壁は、残されたままです。そのため、いわゆる

「主婦パート」と言われる働き方の中には、あえて労働時間や年収を少なくされる方もいます。 
一方で、不本意なまま派遣やパートに就いている労働者も存在します。またシングルマザー

の場合は、子の養育や老後の生活設計を考慮するならば雇用保険のみならず健康保険や厚生年

金など公的保険の役割は大きくなります。そうした人たちへの社会保険の適用拡大を政策とし

て検討すべきでしょう。 
  

１ 雇われて働く場合…労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険

《労働時間数等により、加入（資格取得）の場合○、加入（資格取得）しない場合×》

正社員

週の労働時間、

１ヵ月の労働日数

正社員の 以上

週の労働時間が 時

間以上 時間未満

週の労働時間が

時間未満

労災保険 ○ ○ ○ ○

雇用保険 ○ ○ ○ ×

健康保険（※２） ○ ○ ○（※１） ×（※１） ×

厚生年金保険（※２） ○ ○ ○（※１） ×（※１） ×

（※１）下記の要件すべてにあてはまれば○、いずれかにあてはまらなければ×

・労働時間が週 時間以上

・適用拡大となる前の基準で被保険者が 人以上の企業

・月額賃金が 円（年収 万円）以上

・雇用契約が 年以上（見込まれる）

・昼間学生ではない

※２ 勤務先（事業所）が法人か個人経営かによって、また業種によっては従業員が被保者と

ならない場合があります。

・勤務先が強制適用事業所（○）…労働時間数等によって従業員は被保険者となります。

・勤務先が任意適用事業所（△）…適用事業所の認可を受けていれば、従業員は被保険者

となります。
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業種

事業形態・

従業員数

①～⑤以外

①農林業

②理容、美容、エステ

③飲食店

④弁護士、社労士等法務関係

⑤神社寺院等宗教関係

法人経営 ○ ○

個人経営

従業員が

５人以上
○ △

従業員が

４人以下
△ △

２ 自営業者、無業者、上記（１）で×の働き方…国民健康保険・国民年金

３ 働き方に関わらず 歳以上…介護保険

 

Ⅳ 社会保険が適用されるできごと 
この図では保険事故としてのできごとに対しどのような公的保険給付がなされるのか、働き

方の違いから見てみようという意図で作成されています。ここで注意したいのは、 
一つは医療・年金などの被用者保険に本来的に加入すべき人たちの中には、労働時間が短いな

ど正規雇用でない働き方であるがために国民健康保険や国民年金に加入することになってしま

っていることです。 
二つ目には、その保険事故が業務上であるか、それとも業務外であるかによって、つまり労災

保険か、それとも健康保険なのか、によって保険給付の内容が異なることです。 
三つ目には、仮にその保険事故が業務上であったとしても、その働き方において労働者性が認

められない場合は、原則として労災保険の適用がされないということです。 
そして、最後に注目して頂きたいのは、保険料の負担のあり方です。労災保険は、事業主の無

過失責任性を担保していますから全額事業主の負担です。雇用保険は、教育訓練など労働者の

雇用の維持や労働移動に要する費用に充てられることから、失業給付以外の雇用に事業につい

ては事業主が負担しています。また、健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は労使折半

で負担しています。 
ところがこのような被用者保険に加入できないアルバイト・パート・派遣労働者や自営業者

とされるような働き方をしている勤労者は、一部例外を除き国民健康保険・介護保険と国民年

金の被保険者として全額自ら負担することになっています。現状の社会保険の適用と給付、そ

して保険料の負担のあり方については、今後の社会保障制度改革に向けた課題の一つとして国

民的議論がなされるべきでしょう。 
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自営・無職 （できごと） 雇われて働き、被保険者となる場合

業務上・外 保険事故 業務上 業務外

国民健康保険 負 傷
労災保険

健康保険

疾 病

死 亡

障 害

国民年金 老 齢 厚生年金保険

国民健康保険 出 産 健 康 保 険

育 児

雇 用 保 険失 業

介護保険 介 護 （労災保険）

 
Ⅴ 社会保険の給付 

１ 労災保険 
労災保険の特徴は、保険事故が業務上の事由や通勤途上の災害の場合において、高校生

のアルバイトなどを含め、雇われて働く労働者であれば原則として誰にでも適用される

ことにあります。 
また近年では、長時間労働やいじめ嫌がらせなどの様々なハラスメントで精神疾患を発

症する労働者が増えていますが、そうしたケースに対しても労災保険からの給付がされ

ることもあります。 
 

【労災保険の給付内容】 
①病院で治療を受ける場合、治療費は無料 
②通勤途中 ※１ のケガでも労災保険が適用されます。 
③仕事につけず休まなければならないとき現金の給付を受けることができます。 

→休業補償給付  
（例） １日 10,000 円の平均賃金の場合には 8,000 円受け取ることができます。 
④その他にも障害が残った際、死亡した場合に保険給付があります。 
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住居と就業場所の往復途上のこと。途中で経路を外れたら×。

但し、経路を外れた場合でも「日常生活上必要な行為」でやむを得ない理由があり、最小限

であれば経路の逸脱、移動の中断」の間を除いて通勤と認められます。

たとえば、

〇託児所への送迎のために通勤経路を外れた場合は？

⇒他に子供を看護する者がいない共働き労働者が託児所などに預けるための経路は通勤と

認められます。

〈厚労省通達〉

〇介護のために通勤途中に父母、親族宅に寄った場合は？

⇒その父母、親族が要介護状態であり、その労働者が介護していた父母、親族ならば認めら

れます。

〈 年（平成 年） 月大阪地裁〉

㊟家族形態、保育所に立ち寄っていた時間、要介護度等、状況により判断は異なります。 
 
 

２ 雇用保険 

雇用保険は、失業など離職の場合だけでなく、親の介護や子育ての休業期間中について

も保険給付が行われます。特に女性労働者を活用しようとする企業にとっては、男性の

育児参加などワークライフバランスを進めることが不可欠であり、これからは雇用保険

の役割が改めて見直されるべきでしょう。 
また近年では、離職理由をめぐるトラブルが増加しています。「離職票」にどのような

離職理由が表示されているのかによって、給付制限の有無や所定給付日数に違いが生じ

てきます。基本手当等は労働者の権利ではありますが、あくまでも自らの請求行為が必

要です。退職後に基本手当等を受けるためには、新たな求職活動を行うことを前提にし

た雇用保険の手続きが必要です。基礎的な雇用保険の知識を持って臨みましょう。 
 

【雇用保険の給付内容】 
（１）退職したら⇒基本手当（失業給付）が支給されます。 

①基本手当の受給要件

〇倒産、解雇、退職勧奨等の場合…離職の日以前 年間に被保険者期間が通算し

て ヶ月以上あること

〇上記以外…離職の日以前 年間に被保険者期間が通算して ヶ月以上あること

②基本手当日額…原則として退職前６ヶ月間に支払われた賃金（ボーナス・一時金は除く）

の総額を で割って算出した金額（賃金日額）の ％～ ％

③所定給付日数…離職時の年齢、算定基礎期間（被保険者であった期間）離職理由等、

により異なります。

 （※１）通勤とは 
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《離職理由と給付日数》

ア 特定受給資格者の所定給付日数（解雇、退職勧奨、倒産等、会社都合で退職した場合）

算定基礎期間

離職時の満年齢

年未満
年以上

年未満

年以上

年未満

年以上

年未満
年以上

歳未満

日

日

日 日 ―

歳以上 歳未満
日

日 日

歳以上 歳未満 日 日

歳以上 歳未満 日 日 日 日

歳以上 歳未満 日 日 日 日

イ 一般の受給資格者の所定給付日数（自己都合や定年で退職した場合）

算定基礎期間

離職時の満年齢

年未満
年以上

年未満
年以上

歳未満全年齢 日 日 日

ウ （障害者などの）就職困難者の所定給付日数

算定基礎期間

離職時の満年齢

年未満 年以上

歳未満
日

日

歳以上 歳未満 日

エ 特定理由離職者の所定給付日数等

①特定理由離職者Ⅰ（希望に反して契約更新がなかったことにより離職）

特定理由離職者Ⅱ（正当な理由のある自己都合退職※）で被保険者期間が離職以前 年間

で ヶ月以上 ヶ月未満）

⇒所定給付日数が特定受給資格者（会社都合退職）と同じ

②特定理由離職者Ⅱで被保険者期間が離職以前 年間で ヶ月以上））

⇒所定給付日数は自己都合退職と同じだが、 ヶ月間の給付制限なし。

※「正当な理由ある自己都合退職」

（例）心身の障害、疾病、家族の看護等の家庭の事情、結婚に伴う住所変更で通勤困難
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（２）育児や介護で休業したとき⇒育児・介護休業給付金が支給されます。 
 

（３）再就職に向けてステップアップ⇒無料で職業訓練が受けられます。 
・公共職業訓練は、ハローワークに相談し「受講指示」をうけて訓練を受講できます。

（例）電気設備、建築、コンピューター、簿記・会計、自動車整備、溶接など

・要件―基本手当の受給資格者が受講開始の前日に一定の支給残日数がある場合に

〇無料で受講でき、

〇訓練期間中に受講手当（ 円 日、最長 日分）が支給され、

〇通所手当が支給される他に、

〇訓練期間中に所定給付日数が終了しても訓練が終了する日まで引続き基本手当が支

給されます。

３ 健康保険 
社会保険の一つである健康保険は、業務外の事由による病気や傷害に対して保険給付が

行われます。 
近年では、精神疾患の増加が社会問題化していますが、中には当初健康保険で受診し、

傷病手当金を受けた後に労災保険からの給付を受けるケースが存在します。その場合、

労災保険からの補償給付が優先されますから、健康保険との併給はできません。 
なお、国民健康保険には、被用者保険としての健康保険と異なり、傷病手当金や出産手

当金の給付はありません。 
 
【健康保険の給付】 

（１）業務外の病気やケガで治療が必要なとき⇒医療機関の窓口で医療費の自己負担金の割合 
は 3 割 

（２）病気やケガ、仕事を長期間休むことになった場合⇒傷病手当金 
傷病手当金とは、被保険者が業務外の事由による病気やケガのため休業し、その間に給 
与の支払いがない場合に療養中の生活保障として健康保険制度から支給される現金給付 
のことです。 

 
①支給額…1 日につき給料（標準報酬日額）の日額の約 2/3 
②支給期間…支給を始めた日から起算して最長で 1 年 6 ヶ月まで 
③途中で一旦職場復帰した後、同じ傷病で休業した場合、 

〇一旦治癒して再発 → 別の傷病として新たに 1 年 6 ヶ月受給できる 
〇治癒しないまま（軽快）復帰したが、その後悪化 → 出勤していた期間も通算し 
て支給期間は 1 年 6 ヶ月が限度。1 年 6 か月分の傷病手当金が支給されるわけでは 
ありません。 

 
（３）出産した場合⇒産前産後の休職期間の休業補償、及び出産育児一時金として 42 万円の 

現金が給付されます。 
（４）その他にも治療費が高額な場合、死亡したときなどの保険給付があります。 
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【健康保険の給付一覧】 

 
 

（５）次の給付は資格喪失後でも下記の要件を満たせば受給できます。 
 ①傷病手当金、出産手当金…引き続き 1 年以上被保険者期間があり、資格喪失した 
  時に既に傷病（出産）手当金を受給しているか、又は受給要件を満たしていれば、 
  資格喪失後も期間満了まで受給できます。 
 ②出産育児一時金…引き続き１年以上被保険者期間があり、資格喪失後６ヶ月以内 
  に出産した場合は受給できます。 
 ③埋葬料（埋葬費）…被保険者であった者が資格喪失後３ヶ月以内に死亡した場合 
  等に受給できます。 

 
 

４ 被用者年金各法と国民年金法 
2015 年（平成 27 年）10 月に国・地方公務員共済と私立学校教職員共済とが厚生年金に

統合され、それ以降に発生した保険給付については、原則として厚生年金にある給付内

容に準じることになっています。但し、保険料率については、私学共済に限って当分の

間段階的に上昇しますが、国・地方公務員共済は 2017 年度末（平成 29 年度末）で統一

されることになっています。 

また、老齢基礎年金の受給資格を得るために必要な加入期間が、2017 年（平成 29 年）

８月から保険料免除期間や納付期間などを合わせて25年から10年に短縮されることに

なりました。それは、近年増加する無年金者や公的年金未加入者対策の一つであり、既

に一方で国民年金保険料の免除や納付猶予、納付特例など様々な施策が講じられて来た

できごと 何をしてもらえるか 
（保険事故） （支給形態） 

（被保険者のできごとの場合） （被扶養者のできごとの場合） 

1.療養の給付 

2.入院時食事療養費 

3.入院時生活療養費 

4.保険外併用療養費 

5.療養費 

7.訪問看護療養費 7.家族訪問看護療養費

9.傷病手当金 

10.移送費 10.家族移送費

11.出産手当金

12.出産育児一時金 12.家族出産育児一時金 

死亡 13.埋葬料（埋葬費） 13.家族埋葬料

給付の名称 

6.家族療養費 

8.高額療養費・高額介護合算療養費 

現金給付 
出産 

疾病 
又は 
負傷 

現物給付 
又は 

償還払の 
現金給付 
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にもかかわらず、それが制度の維持には間に合わなかったことを意味しています。この

ような国民年金制度を繕うだけの対策だけでは、現行の年金制度を維持することはおそ

らく難しいでしょう。産業構造の変化、少子高齢化、働く女性やシングルマザーそして

単身世帯の増加、更に兼業の拡がりなどは、現行の年金制度を土台から揺るがしていま

す。現行制度における第１号被保険者と被用者年金の適用を受ける第 2 号、第 3 号被

保険者との負担と給付の違いなど顕在化する諸課題は、時代の変化に対応した新たな国

民年金制度の再構築を求めています。 
 

 
（１）制度の概要－国民皆年金制度 

日本国内に住所を有する 歳以上、 歳未満の方は、外国籍を有する方を含め国

民年金の被保険者になります。下記の図は、国民年金の被保険者には、第１号被

保険者から第３号被保険者までその方の働き方の違いによって区分されているこ

と、そして各々直近の加入者数を示しています。 
特に注意したいのは、中学校を卒業後、被用者年金の適用事業所に働く 歳未満

の方、 歳を超えて働く 歳までの方は、いずれも国民年金の第２号被保険者と

なります。第１号被保険者と第３号被保険者には、年金の受給資格や４０年間に

満たない被保険者期間を有する方を対象に任意加入制度が設けられています。

被保険者年金の被保険者の中には、所属する事業所によっては、厚生年金基金や

確定給付又は拠出型の企業年金に加入することになっています。また、 年（平

成 年）からは、リスク分担型企業年金が創設され、また個人型確定拠出年金の

適用範囲が拡大され、すべての公的年金加入者が利用できる自助努力制度が新た

に誕生しました。 
 

資料２ 公的年金制度の俯瞰的概念図 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【公的年金の給付】

 
年金制度の概要 （数値は平成28年10月現在、集計時期が異なるため、一致しない場合がある）

27万人

確定給付

企業年金

173万人 795万人

42万人

公的年金加入者

6,713万人

932万人1,742万人 4,039万人

国内に居住する自営業者・農業者と
その配偶者、家族／学生／無職の人
／第２号被保険者適用除外の非正規

労働者　等

第２号被保険者
の被扶養配偶者

個人型
確定拠出年金

企業型

581万人

厚生年金
基金

4,039万人

国民年金基礎年金

（第2号被保険者から基礎年金拠出金）

会社員　 公務員

退職給付

441万人

第１号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者

国民年金
基金

代行
部分 厚生年金保険
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①年金の受給資格期間を満たし、年齢が 歳になると

→老齢基礎年金・老齢厚生年金

②ケガや病気で障害の状態になった場合 →障害基礎年金・障害厚生年金

③被保険者が死亡した場合 →遺族基礎年金・遺族厚生年金

（２）保険料の納付要件

①老齢年金

保険料納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間（カラ期間）＝ 年以上 ※

※ 年（平成 年） 月からは 年以上

②障害年金、遺族年金

ア．障害年金、遺族年金は加入１ヶ月目の保険事故でも支給されるが、保険料納付要件を

満たさないと受給できない。

イ．初診日又は死亡日において被保険者又は年金受給者であること

ウ．初診日又は死亡日の月の前々月までの１年間に保険料の滞納がないこと、又は 歳以

上の全期間において 以上保険料納付済期間と保険料免除期間があること。

（３）保険料の納付が困難な場合のさまざまな制度

一定の所得に満たないときや失業などにより保険料を納めることができない場合には、

本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。年金事務所などで相

談してください。

免除申請が承認された場合は・・・

○病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることができます。

○年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。

○免除申請は 年（平成 年） 月より、一定の将来分の他、過去 年まで免除を遡

って申請できるようになりました。

①免除（全部免除・一部免除）申請

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業などの事由があ

る場合に、保険料が全額免除または、一部免除（ 分 の免除、 分の 免除、 分の１

免除）となります。

〇一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の部分の保険料を納付しな

い限り、無効となり未納期間と同じになります。

〇免除期間は部分を将来納付しないままの場合、保険料を全額納めた場合と比べて、受

け取る年金額の割合が次の通りとなります。

ア．全額免除の場合 国庫負担分 分の が年金額に反映（法改正前の 年（平成

年） 月分までは ）されます。

イ． 分の 納付の場合は「 」が年金額に反映（同上 ）

ウ． 分の 納付の場合は「 」が年金額に反映（同上 ））

エ． 分の 納付の場合は「 」が年金額に反映（同上 ）

②納付猶予申請
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歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予

されます。

（ 年（Ｈ 年） 月以前は 歳未満の者のみ）

③学生納付特例申請

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

学生の方は、①②の申請ができず、③の学生納付特例申請とされます。

④後納制度

時効で納めることができなかった国民年金保険料について、 年（平成 年） 月

から 年（平成 年） 月までの 年間に限り、過去 年分まで納めることができ

る制度です。

年金額が増えるだけでなく納付期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資

格を得られる場合があります。

⑤追納制度

保険料免除・納付猶予（学生の場合は学生納付特例）は 年以内であれば、後から追

納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

（４）国民年金制度の問題点と課題

下記の図では、横軸に国民年金の被保険者の種類として第１号被保険から第 号被保険

者までを並べています。そして縦軸には、それぞれに保険料の負担の違い、保険給付の違

いを概観できるようにしています。

保険料の負担については、第１号保保険者については、一律定額の保険料負担となって

いますが、近年の貧困と格差の拡大で保険料未納の第 号被保険者が増えています。それ

に対して第 号保保険者は、毎月の平均標準報酬に定率を乗じることで保険料を納めるこ

とになっています。尚、保険料の半額は使用者である会社が負担しています。ところで第

号保保険者の被扶養配偶者にあたる第 号被保険者は、その間の保険料の負担がありま

せん。

次に保険給付の内容を概観しますと、第１号被保険者については、国民年金の被保険者

期間が 年を上限に、受け取る老齢基礎年金の総額も決まっています。それに対し第

号被保険者は、被保険者期間の長短や標準報酬月額の保険料の負担額によって、原則

歳から受ける被用者年金の報酬比例部分に当たる年金額に大きな差異が生じてきます。な

お、被用者年金加入者を配偶者に持つ第 号被保険者は、仮に 歳から 歳まで 年間

加入していたとしても、その期間全く保険料を負担することなく 歳から満額の老齢基礎

年金を受給することになります。

このような被保険者によって異なる負担と給付の年金制度は、老齢という保険事故以外

にも障害や死亡という保険事故につても影響してきます。国民年金制度は、本来所得の再

分配機能を高めることで憲法 条の生存権保障を自らの役割としているにも関わらず、制

度上「逆進性」を有していると指摘せざるを得ません。
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第４章 労働・社会保険の組合せによる生活保障 Q＆A 

（１）いじめ・嫌がらせによる退職とその後の生活保障 
質問 
夫は会社で「仕事ができないバカは辞めろ」、「のろまなヤツめ」などと直接の上司から

ことあるごとに言われ、会社を辞めようか悩んでいます。社長に話したらしいのですが、

状況は変わらないようです。最近、夫の体調がすぐれず、通院しており、とても心配です。

夫が会社を辞めた場合、現在の健康保険は使えるでしょうか？夫の会社での状況を誰かに

相談したいのですが、誰に相談したら良いのかわかりません。 
 
回答 
１つ目の相談ですが、夫が退職すると同時に被扶養配偶者である妻も同様に健康保険の

被保険者資格を喪失します。新たな健康保険の被保険者資格を取得しない場合は、健康保

険制度の任意継続被保険者として退職後２年間に限り、同様に任意継続保保険者にとどま

ることができます。但し、使用者負担がなくなる分、保険料負担は増えます。または市町

村の国民健康保険制度に加入することもできます。いずれかを選択することになります。 
一方で、上司によるいじめ・嫌がらせが精神疾患を発症させたとして労災申請する方法

があります。労災として認定されると労災保険から療養や休業補償などがなされます。労

基法 19 条の解雇制限によって雇用関係も継続します。 
２つ目の相談先ですが、上司によるいじめ・嫌がらせによって人格や尊厳が侵害された

として国又は都道府県に設置された個別労働紛争についての相談や解決機関を頼る方法が

あります。ただし、会社側が必ずしもその席に立つことを強制されるものではありません。 
 

解説 
一つ目の課題ですが、夫に精神疾患の症状が見られるようでしたら、先ずは在職中に精

神科などに受診することです。退職した場合でも 1 年以上健康保険の被保険者期間がある

など一定の要件を満たすことで資格喪失後の傷病手当を請求できます。また労災申請には、

「精神障害の労災認定基準」に照らすなど労働者の側に立証責任があり、労災認定を受け

るには、同僚や労働組合、医師や弁護士など支援者の力を借りることをお勧めします。 
２つ目の課題ですが、現行の労働者保護法規には、セクハラやマタハラなどとは異な

ってパワハラに対する労働法上の法的な定義もなく、不利益取扱の禁止など保護規定もあ

りません。そのため会社を相手にした労働行政の助言や指導を求めた場合は、労使の「和

解」を前提にした歩み寄り、つまり金銭解決となります。ただし、労働審判制度や民事訴

訟に比べると低額の金銭解決にならざるを得ません。そのような司法救済制度を利用する

には、弁護士の力を借りることになりますが、それ相応の時間や精神力を必要としますの

で、ある種の覚悟が求められるでしょう。 
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（２）解雇理由と社会保険の活用 
質問 
私は２年間バスの運転手として勤めてきました。会社に「最近、様子がおかしい」から

と医師の受診を指示されました。診断書には「筋委縮性側索硬化症」とありました。「その

状態では働けないだろう」と会社に自宅待機を命じられました。ところが先日、会社から

「健康保険被保険者証」の返還を求められました。退職は致し方ないのでしょうか。この

ままで雇用保険の失業給付は受けられるのでしょうか。復職の見込みも、医師から明確な

返答はありませんでした。今後どうしたら良いのでしょうか。 
 

回答 
あなたの雇用関係については、あなたに退職の意思がなければ、就業規則に基づく「解

雇」なのかを会社に確認してください。不当な解雇であれば行政機関の紛争解決制度ある

いは弁護士を通じた民事上の解決方法を検討すべきでしょう。もし退職するのであれば、

やむを得ず退職したのですから雇用保険の「特定理由離職者」とされると給付制限はあり

ません。但し、失業給付は「労働の意思及び能力」があるにもかかわらず働き先がないと

いう状態でなければに支給されません。あなたのように療養中の場合は、「受給資格期間」

の延長の手続きをことになります。その間の生活保障としては、受給開始から１年６か月

が限度ですが、健康保険の傷病手当金の受給が可能です。その間に短時間でも働ける状態

に回復し、求職活動を行えば雇用保険の「基本手当」が受給できます。万が一回復の見込

みがないようでしたら、「障害厚生年金」の請求を行ってください。 
 

解説 
本件のように、会社によるなし崩し的な「解雇」の場合には、会社に対し就業規則のど

の条文による対応なのか、根拠を明確にして頂きましょう。その上で「解雇」をめぐる紛

争解決方法を検討することです。労働行政機関を利用する場合は、労働局または都道府県

労働委員会のあっせん制度を、民事的な解決手段であれば労働審判制度、民事調停や訴訟

など司法的手段を、また一人でも入れる企業外部の労働組合を通じた団体交渉の方法も存

在します。 
雇用保険の失業給付については、「会社都合」または「自己都合」か、その離職理由によ

ってとして所定給付日数が異なります。前者であれば、「特定受給資格者」に該当します。

会社から送付された「離職票」の記入時には、十分注意して表示、記載してください。 
健康保険の傷病手当金や厚生年金の障害手当金は、いずれも受給要件を問われます。特

に退職後の傷病手当金は、在職中に初診日や待機期間など資格喪失後の給付の要件を確認

してください。傷病手当金の受給期間を過ぎた１年６ヶ月後は、障害の程度に応じた障害

厚生年金の受給権が発生する可能性もあります。当該請求権者の初診日や保険料納付など

の要件についても確認することが大切です。 
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（３）Ｗワークにおける２つ目の会社への通勤途上の災害は 
質問 
子供が生まれ、パートで働いていた妻が育児のため働くことができないために、夫であ

る私が 1 カ月前から本業の終業後、運送会社でアルバイトを始めました。先日、本業の仕

事を終えてからアルバイト先へ向かう途中、駅の階段で転倒、骨折し入院しました。本業

の会社にはアルバイトの許可を得て働いていたのですが、私のようなケースでは、どちら

の労災保険から療養や休業の補償を受けたらよいのでしょうか？ 
 

回答 
あなたのように複数の会社で雇用される労働者で、しかも本業の事業所から次のアルバ

イト先の会社へ移動する途中の事故については、通勤途上における災害として労災保険の

給付を受けることができます。この場合も自宅から会社へ通勤するのと同様に合理的な経

路及び方法を用いていることが必要です。次にどちらの労災保険を適用するかですが、あ

なたの場合は、バイト先への移動中に発生した事故ですからバイト先の会社の労災保険が

適用されます。あなたは休業されているようですが、休業給付についてはアルバイト先の

平均賃金により算出されますので、結果として働いていた時の収入と比べるとかなり低い

休業給付となります。なお、業務災害や通勤災害による病気やケガで、労災保険からの給

付を受けられる場合は、健康保険からの給付は受けられませんので注意してください。 
会社によっては、就業規則等で副業等を禁止していることがあります。その場合、会社

から懲戒処分を受けることもあります。ご注意ください。 
 
解説 

○ 今回は労災保険から休業給付と休業特別支給金が休業 4 日目より受けることが出来ます。 
休業（補償）給付と休業特別支給金は給付基礎日額※から算定されます。 

休業給付＝給付基礎日額の 60％×休業日数  
休業特別支給金＝給付基礎日額の 20％×休業日数 

例えば、本業の会社の平均賃金 10,000 円とします。 
休業給付 6,000 円+休業特別支給金 2,000 円＝8,000 円 
バイト先の会社の平均賃金 3,000 円とします。 
休業給付 1,800 円+休業特別支給金 600 円＝2,400 円 

今回の場合はバイト先の会社に該当しますので 2,400 円になりますが、給付基礎日額の

最低保障額 3,910 円（平成 28 年 8 月 1 日現在）に満たないため、最低保障額を基準に計算

されます。よって、休業給付 2,346 円+休業特別支給金 782 円＝3,128 円となります。 
このように給与の低い方の労災事故については、特にリスク管理が必要になります。 
※給付基礎日額は、原則として、労働基準法第 12 条の平均賃金に相当する額です。 
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（４）通勤途上の災害に解雇制限は適用されますか？ 
質問 
私はいまの会社に勤めて５年になります。通勤にバイクを使用しており３か月前、凍っ

た路面でスリップし、バイクもろとも転倒、腰を強打する負傷を負いました。医師からは、

「脊髄損傷」のため長期の療養が必要との診断書がでました。現在、労災保険で治療を受

けながら休業給付を受けています。 
ところが先日、会社の総務部長が病院に来て、休職期間の３か月が経過したので就業規

則に基づいて自然退職になると告げられました。業務上の災害と同様に労働基準法第１９

条による解雇制限があると聞いておりますが、解雇は受け入れなければならないのでしょ

うか。 
 
回答 
労働基準法１９条は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業す

る期間及びその後３０日間は解雇してはならないと定めています。しかし、通勤災害の場

合は業務上ではないため使用者責任がありません。そのため解雇制限の対象とはならない

のです。

通勤途上の災害で休業することは、私傷病休職の扱いを受けることになります。あなた

がお勤めの会社の就業規則に私傷病の休職期間は３か月までとの規定があれば、それまで

にけがは治り、休職事由が消滅すれば復職が可能です。しかし、休職期間満了の時点で依

然としてけがが治らないために休職事由は消滅していない状態ですと、一般的には会社の

就業規則に基づき退職を受け入れなければならないことになります。会社によっては、就

業規則にある但し書きがあって休職期間が延長されることもあります。会社に辞表を提出

する前に改めて会社の就業規則にある休職制度などを再確認し、対応してください。

解説 
労働基準法制定された昭和２２年の時点では、通勤災害は保険給付の対象ではありませ

んでした。その後昭和４８年の改正により通勤災害が新たに労災保険による給付の対象と

なりました。通勤途上の災害による負傷の場合は、「業務上の負傷」ではありませんので私

傷病として扱われます。会社の就業規則に私傷病休職制度があればその適用を受けること

になります。従って、労基法１９条による解雇制限は適用されません。 
私傷病休職制度とは、就業規則等の根拠に基づき、労働契約関係を維持しながら、労働

義務を免除することをいいます。多くの会社では負傷や疾病による欠勤が長期に及ぶ場合、

一定期間を休職とし、休職期間満了時に復職できない場合には、自然退職や解雇、期間延

長となる制度を設けています。
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発行にあたって 
 

公益社団法人京都勤労者学園では、様々な機会を活用しながら、就職・就労・転職・退職

の際に知っておきたい労働法の基礎知識や、メンタルヘルスの維持のための講座・セミナー

を開講し、その知識の普及・啓発を行っております。 
本冊子は、この一環として本年２月２２日から３月１８日までの全３回に亘って実施す

る、「就職活動と就労支援に役立つ労働法や社会保険の基礎セミナー」のテキストとして活

用することを目的に発行いたしました。新たに就職活動をされる社会人を始め、そうした人

たちの就職活動のアドバイサーでもあるキャリアコンサルタントや若者サポートステーシ

ョンのスタッフ、非正規労働者を含め労働者を組織する立場にある労働組合の方々等にも

活用いただける内容となっています。 
近年、精神疾患やがん患者の復職支援や介護離職者など雇用に関わる問題が社会的な課

題とされています。このような課題に対し、労働基準法をはじめとした労働法や労災・雇用

の労働保険、年金や健康保険など社会保険の知識が、本学園の事業を通して、幅広い勤労者

や市民の皆様のお役に立てて頂ければ幸いです。 
尚、本冊子の編集にあたっては、本講座の講師を務めていただく予定の NPO 法人あった

かサポートの社会保険労務士に携わって頂きました。紙面をもって御礼申し上げます。 
 

2017 年 2 月 20 日 
公益社団法人京都勤労者学園 専務理事 安井 由美子 

 



編集後記 
 

本冊子の作成については、公益社団法人京都勤労者学園からの委託により、本セミナー

の講師３人を含む、NPO 法人あったかサポートの 6 人の社会保険労務士が編集に携わりま

した。また、本冊子は、本セミナーと同じく、労働基準法など労働法全般を広く捉える視

点と、他方で雇用という生活の支えを失った時に、生活安全網としての労働・社会保険の

制度を横断的に理解することを目指しています。 
1990 年代後半から非正規労働が次第に拡がり、20 年を経過した今では、正規雇用との格

差の是正が国の政策課題とされています。政府の進めている「働き方改革」など政策の背

景には、労働人口の減少に伴う経済成長の鈍化や労働生産性の低下が指摘されます。例え

ば、労働者派遣法の改正、女性活躍推進法の制定、青少年雇用促進法の改正、職業能力促

進法の改正に伴うジョブカードの法律上の位置づけやキャリアコンサルタントの国への登

録制、外国人研修生など労働力としての活用、障害者雇用促進法の改正などは、そうした

一連の労働力の確保を意図した労働政策の反映です。 
従って、特に一度就職したものの、雇用に躓いた経験のある社会人が再び新たな就職活

動をされる際に本書を役立てて頂きたい、また、そうした人たちの就職活動を幅広く就労

支援事業に携わる人たちに、労働と社会保障の仕組みを知って頂きたい、という思いがあ

ります。そのため、あえて労働と社会保障に関わる今日的な課題も本書では指摘しており、

京都勤労者学園でのセミナーを通じ、労使を問わない国民的議論が高まることを期待して

います。 
尚、本冊子の編集にあたっては、NPO 法人あったかサポートが 2016 年 8 月 20 日から 9

月 3 日にかけて全 6 回に亘って開催した「就労支援に携わる人たちのための労働関連法基

礎講座」における学習の成果が反映されています。本基礎講座で講師を務めて頂いた桑原

昌宏先生、篠原耕一先生、上田達子先生、伊山正和先生、坂井岳夫先生に、厚く御礼を申

し上げる次第です。 
 

2017 年 2 月 20 日  
特定非営利活動法人 あったかサポート 常務理事 笹尾達朗 

 




